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政府の中小支援　冥

供
給
過
剰
と
支
援
で
停
滞

餅
経
娼
私
的
再
生
急
増
に
懸
念

資
金
繰
り
支
援
や
企
業
再
生
支
援
な
ど
を
柱
に
し
た
政
府
の

中
小
企
業
支
援
に
対
し
、
地
方
建
設
業
界
で
は
複
雑
な
思
い
が

広
が
っ
て
い
る
。
過
去
問
題
と
な
っ
た
貸
し
渋
り
・
貸
し
は
が

し
に
よ
る
経
営
意
化
が
複
数
の
中
小
企
業
支
援
策
に
よ
っ
て
回

避
さ
れ
て
い
る
半
面
、
金
融
機
関
の
債
権
叔
乗
や
過
剰
債
務
を

切
り
離
す
第
二
会
社
方
式
と
い
う
私
的
な
再
生
枠
組
み
を
使
っ

た
中
小
建
設
業
が
出
始
め
て
い
る
こ
と
が
理
由
だ
。
早
く
も
4

月
か
ら
の
経
営
事
項
審
査
改
正
で
、
私
的
再
生
隠
組
み
急
増
を

懸
念
す
る
声
も
広
が
る
。
地
方
建
設
業
界
に
と
っ
て
は
、
歓
迎

す
べ
き
中
小
支
援
政
策
が
一
方
で
、
供
給
過
剰
是
正
を
阻
み
か

ね
な
い
現
実
に
、
一
層
頭
を
悩
ま
す
こ
と
に
な
り
そ
つ
だ
。

1
0
日
の
民
主
党
成
長
戦
略
・
経

済
対
策
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
総

会
。
人
口
減
少
や
公
共
事
業
減
少

と
長
引
く
不
況
で
地
域
経
済
が
疲

弊
し
、
雇
用
の
悪
化
や
個
人
保
証

に
よ
る
多
額
の
債
務
が
足
か
せ
に

な
っ
て
い
る
現
実
を
理
由
に
、
中

小
企
業
の
事
業
引
き
隠
ぎ
円
滑
化

支
援
を
目
的
に
し
た
産
業
活
力
再

生
法
改
正
案
を
今
通
常
国
会
に
提

出
す
る
こ
と
を
了
承
し
た
。

．
産
業
活
力
再
生
法
は
2
0
0
9

年
の
改
正
で
、
中
小
企
業
で
も
過

去
大
手
企
業
で
適
用
さ
れ
た
「
譲

渡
・
分
割
＋
清
算
」
の
金
融
支
援

凌
仏
で
、
不
採
算
部
門
を
分
離
し

商
号
や
営
業
実
績
を
引
き
継
ぐ
、

「
第
二
会
社
方
式
」
の
導
入
が
可

能
に
な
っ
て
お
り
、
中
小
建
設
業

欄
－
幣
首
卜
空
身
静
弾
酎
菰
璧
溺

で
も
適
用
事
例
が
あ
っ
た
。

・
今
厨
の
産
業
活
力
再
生
法
改
正

案
は
、
事
業
引
き
継
ぎ
支
援
を
公

的
機
関
が
行
う
も
の
。
関
係
者
か

ら
は
す
で
に
、
「
建
設
業
の
場
合
は

建
材
メ
ー
カ
ー
が
地
元
中
小
憩
訝

業
の
事
業
を
引
き
継
ぐ
可
離
性
も

あ
る
」
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
。

こ
う
し
た
資
金
繰
り
や
企
業
再

生
か
ら
事
業
承
継
ま
で
、
地
域
経

済
疲
弊
を
理
由
に
し
た
中
小
企
業

い
支
援
策
に
、
地
方
建

設
業
界
か
ら
は
歓
迎
の
声
と
と
も

に
戸
惑
い
も
広
が
っ
て
い
る
。

最
大
の
戸
惑
い
は
、
「
建
設
市

場
の
縮
小
が
進
む
中
、
．
（
企
業
数

が
多
い
）
供
給
過
剰
問
題
が
一
向

に
儲
決
し
な
い
」
　
（
複
数
の
地
方

建
設
業
界
関
係
者
）
こ
と
で
、
競

争
激
化
に
歯
止
め
が
か
か
ら
な
い

こ
と
だ
。

こ
れ
ま
で
地
方
建
設
業
界
が
求

め
て
き
た
供
給
過
剰
と
不
良
不
適

格
業
者
胡
除
問
題
解
決
の
た
め
の

入
口
制
限
に
つ
い
て
は
、
国
土
交

通
省
が
4
月
か
ら
適
用
す
る
経
営

事
項
審
査
改
正
で
、
技
術
者
の
雇

用
期
間
の
明
確
化
や
法
的
整
選

（
民
事
再
生
や
会
社
更
生
手
続

き
）
を
行
っ
た
企
業
へ
の
大
幅
な

減
点
で
、
4
月
以
降
か
ら
の
公
共

工
事
参
入
に
は
一
定
の
歯
止
め
が

か
か
る
。

た
だ
経
筈
の
減
点
は
法
的
整
理

が
対
象
で
、
第
二
会
社
方
式
な
ど

の
私
的
再
生
枠
組
み
は
適
用
外

だ
。
さ
ら
に
中
小
企
業
庁
の
事
業

再
生
支
援
策
と
金
融
庁
の
金
融
円

滑
化
法
に
基
づ
く
、
建
設
業
に
対

す
る
金
融
機
関
の
貸
し
付
け
条
件

変
更
（
債
務
の
繰
り
延
べ
）
が
増

加
し
て
い
る
こ
と
に
、
地
方
建
設

業
界
か
ら
は
「
金
融
機
関
の
支
援

が
低
価
格
競
争
の
激
化
を
招
い

て
い
る
」
と
の
懸
念
の
声
も
根
強

そ
の
た
め
早
く
も
、
第
二
会
社

方
式
な
ど
私
的
再
生
枠
組
み
企
業

を
会
員
に
抱
え
る
地
方
建
設
業
界

か
ら
は
、
「
4
月
の
経
審
改
正
で
、

法
的
整
理
企
業
は
な
く
な
る
一

万
、
金
融
機
関
支
援
に
よ
る
私
的

再
生
企
巣
は
急
増
す
る
」
こ
と
へ

「
供
給
過
剰
」

と
「
企
業

援
」
と
い

業
界
に
と
っ
て
二
律
背
反
の
課
題

に
、
地
方
建
設
業
界
は
「
空
目
を

言
え
ば
私
的
再
生
企
業
も
公
共
工

事
か
ら
は
退
場
し
て
ほ
し
い
。
で

も
仲
間
（
協
会
内
）
に
そ
ん
な
こ

と
も
言
え
な
い
し
、
い
つ
自
分
が

そ
う
い
う
立
場
に
な
る
か
も
分
か

ら
な
い
」
と
、

各省庁の中小企．業支援主な枠組み
く経…斉産業省・中小企業庁〉

◆中小企業再生支ヨ葦協議会
多様な事業再生支援雀目的に2003

年に都道府上県ごとに設置。09年の産
業子吉カニ再生法弓知王で、不採算部門を
切り離す第二会社方式や債務の株式
化ねこども〉可音別こ。
◆産業活力再生法の改正

申ノ」＼企業の事業引き継ぎ支愛を目
的に、新たに事業引き継ぎ、支事変セン
ター〒設置や金融支援拡大を柱にした
改：正法を今づ農常国会にま是出へ。
◆緊急保証制度ゐ延長
11年9月まで建設業などを対象

に、■信用保詔E協会が金融機関からの
融資考100％保証する、緊急保証制
度を事実上存続。また、政府系金融
機関のセーフティーネット貸付も継
続。
く金融庁〉
◆金融円滑イヒ法の延長

ことし3月禾までが期限だった、
中山、企業への資金繰り緩和を事実上
金融機関に求める同法を1年延長。

く匡l土交通省〉
◆地域建設業経営弓畠イヒ融資制度

公共工事などの盲清負代金債権を譲
渾担保に、低利で融資。未完成部分
の施工に必琴な資金の融資も可能。
◆下害青債権保全支鮮業
下請けが元請けに対する工事請負

代金債権（手形含む）の支払いをフ
ァクタリング会社が保証する。また
保証した手チ汐の早期≡睨金化（割引き）
も可能。

て丁、


